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令和５年（２０２３年）１０月 目黒区

区営住宅入居者募集のご案内
区営住宅とは、住宅に困っている収入の少ない方に対して、低額な使用料でお

貸しする住宅です。民間の賃貸住宅とは異なったいろいろな制限が設けられてい

ますので、この募集案内をよく読んだうえでお申込みください。

【申込書配布期間】令和５年１０月２日（月）～１０月１３日（金）

【申込書受付期間】令和５年１０月２日（月）～１０月１８日（水）
申込書は目黒区「公営住宅の窓口」に郵送で届いたものに
限り受け付けます。窓口での受付は行いません。
１０月１８日（水）当日の消印有効。

【抽　せ　ん　日】令和５年１２月６日（水）
抽せん番号のお知らせは令和５年１１月２１日（火）に発送
予定です。

※住宅の詳細は、１８ページを参照してください。

タイプ
申込区分
番号

募集住宅 入居可能人数 募集戸数

Ａ

０１ 青葉台一丁目アパート

１～２人

（１ＤＫ～３ＤＫ）

２戸

０２ 碑文谷アパート １戸

０３ 南一丁目アパート ２戸

０４ 目黒本町四丁目アパート １戸

Ｂ

０５ 上目黒一丁目アパート

２人以上

（２ＤＫ～３ＤＫ）

１戸

０６ 上目黒四丁目アパート ２戸

０７ 碑文谷四丁目アパート １戸

Ｃ ０８ 東が丘一丁目第２アパート ３人以上（３ＤＫ） ２戸

ＪＡ ０９ 南一丁目アパート
１～２人（２ＤＫ）

（居室内で病死等があった住戸）
２戸

ＪＣ １０ 三田一丁目アパート
３人以上（３ＤＫ）

（居室内で病死等があった住戸）
1戸

【募集住宅】 【全１５戸】

※パンフレットの中に申込書と封筒が入っています。
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申込みについて１

１ 申込方法
（１） 申込書に必要事項を記入してください（申込書の書き方２０～２１ページをご覧くださ

い。）。

（２） 申込書の郵便はがきに６３円切手を２か所に貼ってください。

切手が貼っていないもの、金額が不足しているものには、抽せん番号・抽せん結果の通知

はできません。

（３） 申込用封筒に申込書だけを入れ、８４円切手を貼り、必ず郵送してください。

切手が貼ってないもの、金額が不足しているものは、受け付けません。

（４） 申込書の受付期間は１０月２日（月）～１０月１８日（水）まで。目黒区「公営住宅の窓口」

に郵送で届いた申込書に限り受け付けます。１０月１８日（水）の消印有効。

窓口での受付はいたしません。

（５） 提出書類は一切お返しできませんのでご了承ください。

※ 申込書で取得した個人情報は、募集業務以外には使用しません。

（６） 特定の住戸や階数を指定して申し込むことはできません。

２ 注意事項
（１） 申込書に虚偽の記載、不備などがあるときは無効になります。

（２） 申込みは１世帯につき１通です。１世帯で重複申込みをしたときや同一人の氏名を２通以

上の申込書に記入したとき（入居申込世帯員欄に記入しているものを含む。）は、全ての

申込みが無効になります。

（３） １ページの申込区分番号を確認し、１つだけ選んで申し込んでください。複数を選んだと

きは、申込みが無効になります。なお、申込区分番号により入居可能人数が異なりますの

でご注意ください。

（４） 他の公営住宅に入居、または入居が決まっている方は、原則として申し込みできません。

※６ページの 3 ３（２）をご覧ください。

（５） 申込み後、目黒区外に転出した場合は無効になります。

（６） 申込み後の申込区分番号、申込者、入居申込世帯員の変更はできません（出生、死亡等は

除く。）。

（７） 住民税の滞納者、住宅の家賃を滞納している方は、不合格になります。

（８） 居室内で病死等があった住戸の事故内容については、一切お答えできません（具体的な状

況、死因等）。入居後、居室内で病死等があった住戸であることを理由に他の住戸への変

更はできません。また、使用料は一般募集住戸と変わらず、居室内で病死等があった住戸

であることを理由に使用料が減額されることもありません。
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３ こんなときは

◎　「申込み後、目黒区内で住所が変わった！」

最寄りの郵便局に「転居届」を出して、抽せん番号・抽せん結果の通知はがきを受け取

れるようにしてください。

◎　「抽せん番号の通知はがきが届かない！」

切手の貼り忘れや料金不足、宛先不明などの場合、通知はがきは送付しません。ただし、

申込書に不備がなければ、抽せんの対象とします。

◎　「抽せん結果の通知はがきが届かない！」

令和５年１２月１９日（火）を過ぎても届かない場合は、下記へお問い合わせください。

目黒区「公営住宅の窓口」電話０３－３７１５－１８７１

◎　「資格審査対象者・補欠者となった後に目黒区内で住所が変わった！」

下記にはがきで連絡し、資格審査通知書等を受け取れるようにしてください。

なお、はがきはご自身でご用意ください。

〒１５３－００５１　目黒区上目黒２－１９－１５　目黒区総合庁舎　別館６階

　　　　　　　　　目黒区「公営住宅の窓口」

「はがき」には、①申込みした申込区分番号　②抽せん番号　③旧住所

　　　　　　　 ④新住所　⑤新電話番号　⑥申込者名　を記入してください。
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※　抽せん結果については、個別に郵送します。また、抽せん日翌日から抽せん結果の発送日まで 

目黒区総合庁舎 1階西口ロビーに掲示します。ホームページには準備が整い次第掲載します。

　　電話での抽せん結果のお問い合わせには、お答えできません。

※　資格審査に合格しないと入居できません。

※　あっせんされた住戸を辞退した場合は、資格審査対象者としての資格を失います。

※　補欠者は資格審査対象者が不合格等となった場合に繰り上げて審査を行います。

　　不合格等がなかった際には、あっせんはありません。

申込みから入居までの流れ２

　１２月中旬から順次

資格審査書類提出

資格審査

入居手続き
＊保証金の納付（使用料の２か月分）

＊必要書類の提出

入居住戸決定

不合格通知合格通知

入居説明

＊使用許可日から

　１５日以内に引越、入居

使用許可

　１０月２日（月）

　　　　～１０月１３日（金）

申込書配布

＊公営住宅の窓口へ郵送

　１０月２日（月）

　　　　～１０月１８日（水） 

　　　　　（消印有効）

申込書受付

　１１月２１日（火）発送予定

抽せん番号のお知らせ

公開抽せん日
１２月６日（水）午後２時から

目黒区総合庁舎１階　Ｅ会議室

　１２月１１日（月）発送予定

抽せん結果のお知らせ

落せん者資格審査対象者 補欠者

２ 資格審査から入居まで１ 申込みから抽せんまで
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 １ 目黒区内に１年以上居住していること
 申込者本人が令和４年１０月１９日以前から申込みの日まで引き続き目黒区内に居住する成年者（１８歳未満の既
婚者を含む。）で、そのことが住民票の写しで証明できること。
※成年者（１８歳以上）・・・平成１７年１０月１９日以前生まれの方
※外国人については在留資格が確認できること。

 ２ 世帯の所得金額が所得基準内であること
　申込世帯の所得金額の合計が、９ページの所得基準表の家族数に応じた所得基準の範囲内であること。
１０～１４ページを参考にして、あなたの世帯の所得金額を確かめてください。

 ３ 住宅に困っていること
　申込者及び同居親族に、住宅または土地の所有者がいないこと、公的な住宅の名義人がいないこと。
　ただし、次のいずれかにあてはまる方は申込みできます。
（１）自家所有者（同居親族に自家所有者がいる場合も含む。）

ア　所有している住宅が著しく老朽化しており、区営住宅入居後 1か月以内に解体でき、かつ、解体後１か
月以内にそのことを証明する登記簿謄本等を提出すること。

イ　正当な理由による立ち退きの要求を受け、その住宅を処分又は撤去する必要があり、そのことを証明で
きる書類を提出できること。

（２）公的な住宅の入居者
ア　ＵＲ賃貸住宅（旧公団）、公社住宅、都民住宅、区民住宅にお住まいの世帯で、家賃（共益費を除く。）の

負担が、申込世帯全員の年間総収入額を月額に換算した額の２０％以上であること。
イ　公営住宅等にお住まいの世帯で、現在の住宅の住戸専用面積が７ページの「住宅が狭い」場合の入居資

格基準表にあてはまること。

 ４－１ 家族で申込むときの資格
（１）申込みのときに、一緒に住んでいる親族と申込むことが原則です（外国人については、在留資格が確認できる

こと。）。
※親族には、内縁関係、日常生活において継続的に協力し合うことを約束した同性カップル等を含みます。
※申込み後は、申込者、同居親族の変更はできません（出生、死亡等の場合は除く。）。

（２）現在別に住んでいる方と一緒に申込む場合は、次のいずれかにあてはまり、やむを得ない事情にあると判断
される場合に限ります。
ア　婚約者（入居手続きのときまでに入籍できること。）
イ　同性カップル等（下記（５）の要件あり。）
ウ　申込日現在、税法上の扶養関係にあること。
エ　独立して生計を営む２親等内直系血族（申込者の父母、祖父母、子、孫）または、２親等内直系姻族（配

偶者の父母、祖父母、子、孫、申込者の子及び孫の配偶者）であること。ただし、入居しようとする世
帯が１６ページの高齢者世帯及び心身障害者世帯の場合は、３親等内の血族または姻族の範囲とします。

（３）次の例のように家族を分離しての申込みはできません。
ア　夫婦が別居する申込み。（現在、協議中、調停中、裁判中であり、入居手続きまでに離婚の成立が証明で

きる場合を除く。）
イ　結婚、転勤、就職、住宅が狭い（７ページの「住宅が狭い」場合の入居資格基準表にあてはまること）

等の理由がなく、現に同居している親族を除いた申込み。

（４）内縁関係の場合、住民票で「未届の夫（または妻）」となっており、戸籍上の配偶者がいないこと。

（５）同性カップル等の場合、戸籍上の配偶者がいないこと。また、資格審査の際に日常生活において継続的に協
力し合うことを約束したことを確認できる書類（公正証書等）を提出できること。

入居資格 次の１～５の条件にあてはまることが必要です。３
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 ５ 申込者（同居予定者含む）が暴力団員でないこと

　ここでいう暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条第６号に規定する暴力団

員をいいます。なお、暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する場合があります。

 ４－２ 単身者が申し込むときの資格

　申込者は単身者（原則として申込み時に同居している親族がいない方）で、令和４年１０月１９日以前から目

黒区内に引き続き１年以上居住している、下記（１）～（６）のいずれかに該当する成年者で、そのことが住民

票の写しで確認できること（外国人については在留資格が確認できること。）。

（１）　６０歳以上（昭和３８年１０月１９日以前の生まれ）の方

（２）　障害者基本法第２条に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる程度である方

ア　身体障害者手帳の交付を受けている１級～４級の方

イ　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている１級～３級の方

ウ　知的障害でイの精神障害の程度に相当する程度（愛の手帳の場合は総合判定で１度～４度）の方

※手帳の交付を受けていない方は、障害の程度について公的機関の証明が必要となります。

（３）　生活保護または「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律」による支援給付受給者

（４）　海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から起算して５年を経過していないことが厚生労働省の発行する

引揚証明書で確認できる方（区内居住が引き続き１年以下でも可）

（５）　ハンセン病療養所入所者等のうち、そのことが国立ハンセン病療養所等の長等の証明書で証明できる方

（６）　配偶者等から暴力を受けた被害者で、次のアまたはイにあてはまる方

ア　配偶者暴力相談支援センターでの一時保護または婦人保護施設において保護が終了した日から起算して

５年以内の方

イ　配偶者等に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出されてから５年以内の方

※上記　（１）～（６）　のいずれかに該当する方で、現に単身者でない方は、次の①～③のいずれかに該当する

場合に限り、申込むことができます。

①　離婚の予定があり、同居している親族が配偶者だけの方（資格審査のときに離婚の成立を証明できること

が必要です。）。ただし、配偶者以外の親族と同居している方は申込みできません。

②　同居親族の結婚、転勤、就職等により申込者が単身居住となること（資格審査のときにそのことを証明で

きることが必要です。）。夫婦が別居することを理由に申込みはできません。

③　居住している住宅が狭く、住戸専用面積が下記の「住宅が狭い」場合の入居資格基準表にあてはまること。

　　「住宅が狭い」場合の入居資格基準表

いっしょに住んでいる人数 住戸専用面積（壁芯） いっしょに住んでいる人数 住戸専用面積（壁芯）

２人 ３０㎡未満 ５人 ５７㎡未満

３人 ４０㎡未満 ６人 ６６．５㎡未満

４人 ５０㎡未満 ７人 ７６㎡未満

　　　※　壁芯とは、壁の半分が住戸専用面積に含まれる算定方法で、一般的な方法です。

　　　※　住戸専用面積にはベランダは含みません。
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１２ページ　５-２をご覧ください

年金所得とは

　厚生年金、国民年金、共済

年金、年金基金などの所得で

す。

事業等所得とは

　事業所得、利子所得、配当

所得、不動産所得、雑所得な

どの所得です。

　例えば、自営業、外交員な

どの所得をいいます。

　これらの所得は、確定申告

書でお確かめください。

１３ページ　５-３をご覧ください

給与所得とは

　給与、賃金、ボーナスなど

の所得です。例えば、会社員、

パート、アルバイト、事業専

従者などの所得をいいます。

　給与でいう「年収」とは、

給与所得控除をする前の金額

であり、「所得」とは異なるの

で注意してください。

１０～１１ページ ５-１をご覧ください

★所得としないもの
（1）　次の収入は０円とし、所得となりません。仕送り、増加恩給（これに併給される普通恩給を含む。）、

遺族年金、障害年金、失業給付金、労災保険の各種給付金、生活扶助料、支援給付金等の非課税所得、

退職金等の一時的な所得。

（2）　過去に収入があっても、申込日現在、失業中の方は所得０円とします（ただし、人材派遣会社に登録

されている方は、その登録が抹消されていることが必要です。）。

（3）　現在は収入があっても、申込日以降、結婚のため、または、現在妊娠中で出産のため、令和５年１０月

末日までに退職することが申込時に確定しており、かつ、退職後無職・無収入となり、そのことが資

格審査のときに証明できる方は、申込書に退職年月日を記入のうえ所得を０円とすることができます

（ただし、人材派遣会社に登録されている方は、その登録を抹消された日が退職年月日となります。）。

所得金額の計算方法４

１ まず所得の種類を確かめましょう
※異なる種類の所得がある場合は、それぞれの所得の合算となります。

２ 家族数は何人ですか？

妊娠中の方がいる場合、申込みの

日までに生まれていない子は同居親

族数に含めることはできません。

申込者
本　人

同　居
親族数

家族数

★遠隔地扶養者数とは
区営住宅に入居しないが、申込者または同居親族の所得税法上

の扶養親族数をいいます。例えば、離れて住んでいる親などを

扶養しているような場合です。会社や税務署に「扶養親族の申

告」をしていることが必要です（課税証明書等で確認）。

遠隔地扶養者数

［ １ 人］ ［ 　 人］ ［ 　 人］ ［ 　 人］

この人数で所得
基準表をみます。

区営住宅に入居する

人数です。

★所得基準表の家族数には遠隔地扶養者を含めます。
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あなたの世帯の家族数、家族全員の所得金額を次の所得基準表にあてはめ、確認してください。

家族数
区営住宅に入居する方全員の所得金額の合計

一般区分 特別区分

１人 ０～１，８９６，０００円 ０～２，５６８，０００円

２人 ０～２，２７６，０００円 ０～２，９４８，０００円

３人 ０～２，６５６，０００円 ０～３，３２８，０００円

４人 ０～３，０３６，０００円 ０～３，７０８，０００円

５人 ０～３，４１６，０００円 ０～４，０８８，０００円

６人 ０～３，７９６，０００円 ０～４，４６８，０００円

　　　　※家族数が７人以上の世帯は、１人増えるごとに３８万円を加算してください。

★所得基準表の「特別区分」とは…

（１）心身障害者を含む世帯

申込者本人または同居親族が次のいずれかにあてはまること。

ア　身体障害者手帳の交付を受けている１級～４級の障害者

イ　重度または中度の知的障害者（愛の手帳の場合は総合判定で１度～３度）

ウ　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている１級・２級の障害者（障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と

判定された方を含む。）

エ　戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第１号表ノ３の第１款症以上の障害者

（２）６０歳以上の世帯

　申込者本人が６０歳以上（昭和３８年１０月１９日以前の生まれ）であり、かつ、同居親族全員が、１８歳未満または６０

歳以上であること。

（６）ハンセン病療養所入所者等を含む世帯

　申込者本人または同居親族がハンセン病療養所入所者等であり、そのことが国立ハンセン病療養所等の長等の証明書で

証明できること。

（３）高校修了期までの子どもがいる世帯

　同居親族に１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者（平成１７年４月２日以降の生まれ）がいること。

（４）原子爆弾被爆者を含む世帯

　申込者本人または同居親族が厚生労働大臣の認定書（被爆者健康手帳ではありません。）の交付を受けている原子爆弾

被爆者であること。

（５）海外からの引揚者を含む世帯

　申込者本人または同居親族が海外からの引揚者で日本国に引き揚げた日から起算して５年を経過していないことが厚生

労働省の発行する引揚証明で確認できること。

３ 家族全員の所得の合計はいくらですか？

４ 所得基準表

所得基準表の所得金額は、申込日現在の家族全員（申込みをする家族全員）の「所得金額の合計」でみます。

収入のある方の名前 （所得金額）ー
★１４ページの　

　　　　　　　　特別控除金額（２）　

（　　　　　　）－（　　　　　　）

（　　　　　　）－（　　　　　　）

（　　　　　　）－（　　　　　　）

合　　　　　　　計 ー ＝

★１４ページの
特別控除金額（１）

あなたの家族の
所得金額

 ★特別控除金額
 　所得金額から差し引いてください。
 　詳しくは１４ページをご覧ください。
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÷ ４，０００円 ＝
小数点以下

切捨て
⇒ × ４，０００円 ＝

　次の区分に従って、年間総収入額を区営住宅の所得金額に換算してください。

年間総収入額が、

（１）０円～１，６２７，９９９円の方

（２）１，６２８，０００円～６，５９９，９９９円の方⇒４，０００円単位で端数整理します。

　　　〔例〕年間総収入額が２，３８６，９９８円の場合

（３）６，６００，０００円～８，４９９，９９９円の方

２，３８６，９９８円 ２，３８４，０００円５９６．７４９５ ５９６

年間総収入額 端数整理後の額

現在の勤め先での、あなたの
月別収入を記入してください。

働いた月 税込支給額 賞　与

年　  月 　 　

月 　 　

月 　 　

月 　 　

月 　 　

月 　 　

月 　 　

月 　 　

月 　 　

月 　 　

月 　 　

月 　 　

合　計

か月

収入計

円 円

◆次の①②③からあてはまるケースを選び、収入を計算します。

①就職した日が令和４年１月２日～令和４年９月３０日までの方

〔令和４年１０月から令和５年９月までの合計となります。〕

②就職した日が、令和４年１０月１日以降の方

就職した翌月から令和５年９月までの収入額を

収入のあった月数で割り、それを１２倍します。

それに、その間の賞与を加えます。

③就職した日が最近で、まだ１か月分の給与が支給され

ていない方

基本給、家族手当、住宅手当など毎月必ず支給

される固定的給与を１２倍してください。

下段で計算した

所得金額を記入

してください。

※　就職日が月の途中の場合は、その月は除いて計算をしてください。

※　交通費等の課税対象外の収入は除いてください。

※　病気等により、1か月以上収入のない月がある場合は、その月を除いて推定計算をしてください。

※　２か所以上から給与を受けている場合は、合算したのち所得金額に換算してください。

収入計

収入計

収入のあった月数

賞与計

賞与計

固定的給与

推定年収

申込書の所得金額欄

Ｂ 区営住宅の
 所得金額

円

推定年収

推定年収

＋

×１２＋

＝

＝

×１２＝ 年間総収入額

　　★ 年間総収入額を区営住宅の所得金額に換算します。

⑴ 現在の勤め先に就職した日が、令和４年１月２日以降の方

５－１ 給与所得の方（会社員・パート・アルバイト等）
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※「区営住宅の所得金額」

を申込書の所得金欄に

記入します。

《年間総収入額を区営住宅の所得金額に換算する計算式》

年 収 額 Ａ　税法上の所得金額
Ｂ　区営住宅の所得金額
（Ａ－１００，０００円）

５５０，９９９円まで  ０円 ０円

５５１，０００円から
１，６１８，９９９円まで

年間総収入額　　　　　　　　　　　Ａ所得金額
（　 　　　　円）－ ５５０，０００円 ＝（　 　　　　円）

Ａ－１００，０００円
（　　　　　　　　　円）

１，６１９，０００円から
１，６１９，９９９円まで

 １，０６９，０００円 ９６９，０００円

１，６２０，０００円から
１，６２１，９９９円まで

 １，０７０，０００円 ９７０，０００円

１，６２２，０００円から
１，６２３，９９９円まで

 １，０７２，０００円 ９７２，０００円

１，６２４，０００円から
１，６２７，９９９円まで

 １，０７４，０００円 ９７４，０００円

１，６２８，０００円から
１，７９９，９９９円まで

端数整理後の額　　　　　　　　　　　　　 Ａ所得金額
（　　　　　円）×０．６＋ １００，０００円 ＝（　　　　　円）

Ａ－１００，０００円
（　　　　　　　　　円）

１，８００，０００円から
３，５９９，９９９円まで

端数整理後の額　　　　　　　　　　　　　 Ａ所得金額
（　　　　　円）×０．７－ ８０，０００円 ＝（　　　　　円）

Ａ－１００，０００円
（　　　　　　　　　円）

３，６００，０００円から
６，５９９，９９９円まで

端数整理後の額　　　　　　　　　　　　　 Ａ所得金額
（　　　　　円）×０．８－ ４４０，０００円 ＝（　　　　　円）

Ａ－１００，０００円
（　　　　　　　　　円）

６，６００，０００円から
８，４９９，９９９円まで

年間総収入額　　　　　　　　　　　　　　 Ａ所得金額
（　　　　　円）×０．９－ １，１００，０００円 ＝（　　　　　円）

Ａ－１００，０００円
（　　　　　　　　　円）

※年間収入額が８，５００，０００円以上の場合はお問い合せください。

《源泉徴収票のある方》

令和４年分　給与所得の源泉徴収票

《源泉徴収票のない方》
　令和４年 1月から令和４年１２月までの収入額（支給金額）を１０ページの（1）で計算してから（交通費、

定期代などの課税対象外の収入は除く。）、下表で「区営住宅の所得金額」に換算してください。

　※病気等により、1か月以上収入のない月がある場合は、その月を除いて推定計算をしてください。

　※２か所以上から給与を受けている場合は、合算したのち下表の「区営住宅の所得金額」に換算してください。

　※「区営住宅の所得金額」が計算によりマイナスになる場合は、０円としてください。

◆仕事先が１か所の場合

㋐給与所得控除後の金額の欄に記入されている額が所得金額です。この額から１００，０００円を差し引いた額を

申込書の「区営住宅の所得金額欄」に記入してください。

◆仕事先が２か所以上ある場合

それぞれの仕事先の源泉徴収票の㋑支払金額を合計してから、下表「年間総収入額を区営住宅所得金額に換算す

る計算式」にあてはめて、「区営住宅の所得金額」に換算してください。

申込書の所得金額欄

Ｂ 区営住宅の

 所得金額

円

⑵ 現在の勤め先に就職した日が、令和４年１月１日以前の方

㋐㋐㋑㋑

（給与所得控除後の金額）

所得金額

㋐ －１００，０００円 ＝

区営住宅の所得金額

（支払金額）

収入額

収入が複数ある場合は

㋑の合計を下表で換算
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「年金裁定通知書・変更通知書」などの金額を年額とし、下表で区営住宅の所得金額に換算して
ください。

★年金収入を区営住宅の所得金額に換算する計算式

「区営住宅の所得金額」を申込書のこの欄に記入します。

注）年金のほかに収入のある方はそれぞれ所得を計算し、合計した金

額を申込書の所得金額欄に記入してください。また、個人年金は

税法上雑所得であり、年金所得ではありません。

申込書の所得金額欄

Ｂ　区営住宅の所得金額

円

⑴ 令和３年１２月以前から年金を受けていて、すべての受給額に変更がない方

⑵ 令和４年１月以降に年金を受け始めた方、年金の支給額が変更になった方

２種類以上あれば合計して下表
「★年金収入を区営住宅の所得
金額に換算する計算式」で計算
し、所得金額を記入してくださ
い。

　「令和４年分公的年金の源泉徴収票」などで確認して、すべての年金の受給額を合算してください。

申込書の所得金額欄

Ｂ　区営住宅の所得金額

円

※年金の「所得金額」は、支給を受けた金額ではありません。

※遺族年金、障害年金以外のすべての公的年金、年金基金の収入を合計し、下表の「★年金収
入を区営住宅の所得金額に換算する計算式」で計算した結果が「区営住宅の所得金額」とな
ります。

５－２ 年金を受けている方

「源泉徴収票」の場合

１，０７４，７７０

本人の年齢 年金合計金額の範囲 Ａ　税法上の所得金額
Ｂ　区営住宅の所得金額

（Ａ－１００，０００円）

６５歳以上

昭和３３年１０月

１９日以前生まれ

１，１００，０００円まで  ０円 ０円

１，１００，００１円～３，２９９，９９９円
年金額の合計　　　　　　　　　　　　　　　Ａ所得金額

（　　　　　　円）ー１，１００，０００円＝（ 円）

Ａ－１００，０００円

（　　　　　　　円）

３，３００，０００円～４，０９９，９９９円
年金額の合計　　　　　　　　　　　　　　　Ａ所得金額

（　　　　　　円）×０．７５ー２７５，０００円＝ （　　　　　円）

Ａ－１００，０００円

（　　　　　　　円）

６５歳未満

昭和３３年１０月

２０日以降生まれ

６００，０００円まで  ０円 ０円

６００，００１円～１，２９９，９９９円
年金額の合計　　　　　　　　　　　　　　　Ａ所得金額

（　　　　　　円）ー６００，０００円＝（ 円）

Ａ－１００，０００円

（　　　　　　　円）

１，３００，０００円～４，０９９，９９９円
年金額の合計　　　　　　　　　　　　　　　Ａ所得金額

（　　　　　　円）×０．７５ー２７５，０００円＝ （　　　　　円）

Ａ－１００，０００円

（　　　　　　　円）

※「区営住宅の所得金額」が計算によりマイナスになる場合は、０円としてください。

※ 年金収入が４，１００，０００円以上の場合は、お問い合わせください。
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①《確定申告をしている方》

　　　　　　　　　令和４年分の所得税の確定申告書Ｂ

　　《第一表》　　　　　　　　　　　　　《第二表》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆事業専従者に関する事項

※妻や子供を事業専従者としている場合、この「専従
者給与（控除）額」は、それぞれの専従者給与額を
１０～１１ページの下段の計算式で所得に換算し、申
込書の所得金額欄に記入してください。

Ｂ　区営住宅の所得金額

円

●この金額から⑪を差し引いた

　金額が所得金額となります。

②《確定申告をしていない方》令和４年１月から令和４年１２月までの所得金額の合計になります。

　　※下記（２）を参考に所得金額を計算してください（資格審査時には確定申告が必要となります。）。

現在の仕事を始めたときから月別の収入金額、
必要経費、所得金額を記入してください。

（収入金額－必要経費＝所得金額）

働いた月 収入金額 必要経費 所得金額

年　 月 　

月 　

月 　

月 　

月 　

月 　

月 　

月 　

月 　

月 　

月 　

月 　

合　計

◆次の①②からあてはまるケースを選び、所得を計算しま

す。

①現在の仕事を始めた日が令和４年１月２日～令和４年９月３０日まで

の方（令和４年１０月から令和５年９月までの合計となります。）

②現在の仕事を始めた日が令和４年１０月１日以降の方

現在の仕事を始めた翌月から令和５年９月までの所得金額の合計

を営業した月数で割り、それを１２倍します。

※病気等により、１ヶ月以上収入のない月がある場合は、その月を除いて推定計算をしてください。

申込書の所得金額欄

Ｂ　区営住宅の所得金額

円

推定所得金額

推定所得金額

所得金額合計

営業した月数

×１２＝

⑴ 現在の仕事を始めた日が、令和４年１月１日以前の方　

⑵ 現在の仕事を始めた日が、令和４年１月２日以降の方　

５－３ 事業等所得の方（自営業・外交員等）

１５２２２００

１５２２２００

目 黒 太 郎 子 １２月 ８００，０００５３   ７ １０

申込書の所得金額欄
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（１）　申込世帯（遠隔地扶養含む）の合計所得金額から差し引くもの

控除の

種　類

特別控除

金　　額
特別控除を受けられる方 備考

㋐老人扶

　養控除

1人につき

１０万円
所得税法上の扶養親族または控除対象配偶者で７０歳以上の方

㋓の特別障害

者控除を受け

る方は、㋒の

障害者控除を

あわせて受け

ることはでき

ません。

㋑特定扶

　養控除

1人につき

２５万円
所得税法上の扶養親族（配偶者を除く。）で１６歳以上２３歳未満の方

㋒　  　

障 害 者

控　  除

1人につき

２７万円

１　愛の手帳等の交付を受けている方で３度・４度の方

２　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で２級・３級の方

　　（障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。）

３　身体障害者手帳の交付を受けている方で３級～６級の方

４　戦傷病者手帳の交付を受けている方で第４項症～第２目症の方

５　６５歳以上の方で１・３と同じ程度であるものとして福祉事務所長の認定

を受けている方

㋓　　　

特  　別

障 害 者

控　  除

1人につき

４０万円

１　愛の手帳等の交付を受けている方で１度・２度の方

２　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で１級の方

　　（障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。）

３　身体障害者手帳の交付を受けている方で１級・２級の方

４　戦傷病者手帳の交付を受けている方で特別項症～第３項症の方

５　精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く方

６　原子爆弾被爆者の方で、厚生労働大臣の認定書の交付を受けている方

７　常に就床を要し、複雑な介護を要する方

８　６５歳以上の方で１・３と同じ程度であるものとして福祉事務所長の認定

を受けている方

（１）の特別控除金額の合計 万円  ９ページの ３ ★特別控除金額（1）へ

　　　※　表中の１６歳以上２３歳未満の方とは平成１２年１０月４日～平成１９年１０月１９日生まれの方

　　　※　表中の６５歳以上の方とは昭和３３年１０月１９日以前生まれの方

　　　※　表中の７０歳以上の方とは昭和２８年１０月１９日以前生まれの方

（２） 特別控除を受けられる方に所得があるとき、その方の所得金額から差し引くことができるもの

控除の

種　類

特別控除

金　　額
特別控除を受けられる方 備考

㋔　　

寡　婦

控　除

２７万円

夫と離婚した後婚姻をしていない※１方で次の①および②の両方に当てはまる方

　①年間所得金額が５００万円以下の方

　②扶養親族を有する方
特別控除を受

けられる方の

所得が特別控

除金額よりも

少ない場合は、

その所得金額

と同額のみ差

し引きます。

夫と死別した後婚姻をしていない※１方、または夫の生死が明らかでない方で、

年間所得金額が５００万円以下の方（「扶養親族または生計を一にする子※２」

のいない方も当てはまります）

㋕　　

ひとり親

控　　除

３５万円

現に婚姻をしていない※１方または配偶者の生死の明らかでない方で、次の①

および②の両方に当てはまる方

　①年間所得金額が５００万円以下の方

　②生計を一にする子※２を有する方

※１　「婚姻をしていない」とは、法律上の配偶者がいない場合のほか、内縁関係の方や婚約者がいない場合をいいます。

※２　「生計を一にする子」は、他の方の控除対象配偶者または扶養親族でないこと、及び年間所得額が４８万円以下であ

ることが必要です。

（２）の特別控除金額の合計 万円  ９ページの ３ ★特別控除金額（２）へ

㊟　「㋕ひとり親控除」に該当する方は、「㋔寡婦控除」の適用はありません。

６ 特別控除について
　次の「控除の種類」にあてはまる場合、（１）は申込世帯の合計所得金額から、（２）はその方の
所得金額から、それぞれの特別控除金額を差し引くことができます。
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抽せん方法と優遇抽せんについて５

１ 抽せん方法について
（１）　１ページ【募集住宅】の申込区分番号ごとに募集戸数分の抽せんを行います。

この抽せんで当せんした方が資格審査対象者となります。

※１６ページの優遇抽せん資格で申込みをした場合は、２つ以上当せんする可能性があ

りますが、先に出た番号のみを当せん番号とします。

（２）　補欠者をとる場合、（１）の抽せんで当せんしなかった番号の中から抽せんを行います。

（３）　合格しても特定の住戸や階数などを指定することはできません。

２ 補欠者について
　補欠者については、資格審査対象者が不合格等になった場合のみ、補欠順位上位の方から

資格審査を行い、合格者へ住戸をあっせんします。不合格等がなかった際には、あっせんは

ありません。

３ 優遇抽せんについて（優遇倍率：甲優遇５倍 乙優遇７倍）

　優遇抽せんとは、タイプＡ二人世帯・Ｂ・Ｃに申込みの方で１６ページの「優遇抽せん資格

一覧表」の資格要件に当てはまる方に対し、優遇倍率に応じて抽せん番号を連続して付番する

ことにより、当せん率が高くなる方法です（一般は１つ、甲優遇は５つ、乙優遇は７つの連続し

た抽せん番号を付番します。）。

　※タイプＡの単身世帯・タイプＪＡ・ＪＣには優遇抽せんはありません。

　優遇抽せんに該当する方は、申込書の「優遇区分」の中から、該当する区分を１つだけ選び、

その番号を〇で囲んでください。２つ以上の優遇区分に該当する場合は、いずれか１つだけ

○をしてください。甲、乙どちらにも該当する場合は、乙優遇のうち１つに○をしてください。

※　２つ以上○をつけた方は、申込みが無効となります。

※　優遇区分により当せんされた方で、資格審査の時に優遇区分の資格がないことが判明

した場合は、「一般」としての申込資格がある場合でも不合格になります。

⑴ 優遇抽せんの申込み方法
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　●甲優遇の資格（当せん率が５倍になります。）※抽せん番号を５つ付けて抽せんします。

優遇区分

（番号）
優遇扱いを受けられる資格

準多子世帯

（３１）

　申込者に１８歳未満（平成１７年１０月４日以降の生まれ）の児童が２人いて、その児童の全員が区営住宅に入居

できる世帯。

心身障害者世帯

及び

原爆被爆者

（３２）

　申込者本人または同居親族のうち１人が次のいずれかにあてはまる世帯。

ア　身体障害者手帳の交付を受けている軽度（５級・６級）の身体障害者。

イ　軽度の知的障害者（愛の手帳の場合は４度）もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている３級の障害

者（障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。）

ウ　原爆被爆者健康手帳の交付を受けている原爆被爆者。

公害病認定患者世帯

（３３）

　申込者本人または同居親族のうち１人が、公害医療手帳または大気汚染にかかる健康障害者に対する医療費の助

成により医療券の交付を受けている世帯。

難病患者等世帯

（３４）

　申込者本人または同居親族のうち１人が、難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する指定難病、東京都

難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別表第１、第３、第５に掲げる疾病、または、児童福祉法第６条の

２第１項に規定する小児慢性特定疾病にかかっている方がいる世帯、及び感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律第３７条の２（結核患者の医療）に基づき医療を受けており、入居予定日までに退院が可能であ

る世帯。

ＤＶ被害者世帯

（３５）

　申込者本人または同居親族の１人が配偶者等から暴力を受けた被害者で、次のいずれかにあてはまる方。

ア　配偶者暴力相談支援センターでの一時保護または婦人保護施設において保護が終了した日から５年以内の方。

イ　配偶者等に対し、裁判所から接近禁止命令または退去命令が出されてから５年以内の方。

＊ＤＶ被害者世帯のうち、同居親族が２０歳未満の子のみの場合は、ひとり親世帯とみなし乙優遇（７倍）「ひ

とり親世帯」に該当します。

＊「配偶者等」には、婚姻と同様の共同生活を営んでいる交際相手を含みます。

犯罪被害者世帯

（３６）

　申込者本人または同居親族のうち 1人が犯罪被害者等基本法第２条第２項の規定による犯罪被害者等であって、

同法第２条第１項の規定に基づく殺人、過失致死、業務上過失致死等の犯罪により従前の住宅に居住することが困

難となったことが明らかな方で被害を被ったことが警察の証明等で確認できる方（犯罪被害を被ってから５年以内

の方。）。

　●乙優遇の資格（当せん率が７倍になります。）※抽せん番号を７つ付けて抽せんします。

優遇区分

（番号）
優遇扱いを受けられる資格

ひとり親世帯

（３７）

　申込者本人が配偶者（内縁及び婚約者を含む）のない方であり、同居親族が２０歳未満（平成１５年１０月４日以

降の生まれ）の子のみの世帯。

高齢者世帯

（３８）

　申込者本人が６０歳以上（昭和３８年１０月１９日以前生まれ）であり、同居親族全員が次のいずれかにあてはま

る世帯。

ア　配偶者（内縁及び婚約者を含む。）。

イ　６０歳以上の方。

ウ　１８歳未満（平成１７年１０月４日以降の生まれ）の方。

エ　身体障害者手帳の交付を受けている１級～４級の障害者。

オ　重度または中度の知的障害者（愛の手帳の場合は総合判定で１度～３度）。

カ　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている１級・２級の障害者（障害年金等の受給に際し、障害の程度が同

程度と判定された方を含む。）

心身障害者世帯

（３９）

　申込者本人または同居親族のうち 1人が、次のいずれかにあてはまる世帯。

ア　身体障害者手帳の交付を受けている１級～４級の障害者。

イ　重度または中度の知的障害者（愛の手帳の場合は総合判定で１度～３度）。

ウ　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている１級・２級の障害者（障害年金等の受給に際し、障害の程度が同

程度と判定された方を含む。）。

エ　戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第１号表ノ３の第１款症以上の障害者。

多子世帯

（４０）

　申込者に１８歳未満（平成１７年１０月４日以降の生まれ）の児童が３人以上いて、その児童全員が区営住宅に入

居できる世帯。

生活保護等

受給世帯

（４１）

　申込日現在、申込者本人または同居親族のうち１人が、生活保護または、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受給している世帯

（申込者と居住を一にしていないが、同一世帯と認定された方及び修学のために世帯分離を認められた方を含む。）。

小さな子どもの

いる世帯

（４２）

　申込者と同居親族に小学校就学前の児童（平成２９年４月２日以降の生まれ）が２人以上いて、その児童全員が

区営住宅に入居できる世帯。

⑵ 優遇抽せん資格一覧表
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１ タイプの基準
タイプ 入居可能人数 専 用 面 積 備考

ＡＳ １人 ３０㎡未満 単身世帯用　（＊今回は募集住戸なし）

Ａ １人～２人 ４０㎡未満

Ｂ ２人以上 ４０㎡～５５㎡未満

Ｃ ３人以上 ５５㎡以上

Ｄ １人～２人 ５５㎡未満 車いす使用者世帯向け（＊今回は募集住戸なし）

Ｅ ２人以上 ５５㎡以上 車いす使用者世帯向け（＊今回は募集住戸なし）

Ｆ １人～２人 ４０㎡未満 障害者世帯向け（＊今回は募集住戸なし）

Ｇ ２人以上 ４０㎡～５５㎡未満 障害者世帯向け（＊今回は募集住戸なし）

※「入居可能人数」は申込み時の人数です。

募集住宅について 令和５年１０月現在６

※居室内で病死等があった住戸の事故内容については一切お答えできません (具体的な状況、死因等 )。

※入居後、居室内で病死等があった住戸であることを理由に他の住戸へは変更できません。

　また、使用料は一般募集住戸と変わらず、居室内で病死等があった住戸であることを理由に使用料が減額され

ることもありません。

２ 居室内で病死等があった住戸におけるタイプの基準
タイプ 入居可能人数 専 用 面 積 備考

ＪＡ １人～２人 ４０㎡未満 Ａタイプの居室内で病死等があった住戸

ＪＢ ２人以上 ４０㎡～５５㎡未満
Ｂタイプの居室内で病死等があった住戸

（＊今回は募集住戸なし）

ＪＣ ３人以上 ５５㎡以上 Ｃタイプの居室内で病死等があった住戸
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４ 使用料について
（１）　区営住宅の使用料の決定

ア　使用料は、世帯の所得、住宅のある地域、住宅の広さ、建築年数等により決まります。

イ　入居者の所得に応じて、以下の３種類があります。

①収入基準内の入居者に対する使用料

②基準を超えた収入超過者に対する使用料

③高額所得基準を超えた高額所得者に対する使用料

ウ　各世帯の使用料は、毎年６月に提出していただく収入報告により所得を認定したうえで決定し、

翌年４月から適用されます。

（２）　住宅使用料のお支払い

ア　住宅使用料のお支払いは、原則として口座振替となります。

イ　所得が一定基準以下の世帯は、申請により使用料を減額する制度があります。

３ 募集住宅一覧
申込区分
番号

住宅名　所在地
（交通機関）

間取り 専用面積 標準的使用料 エレベーター 構造階 建築年 備考

０１
青葉台一丁目アパート
青葉台１－６－４８

(中目黒駅　徒歩６分 )

１ＤＫ ３６．７㎡
２４，２００～
４７，５００円

有 鉄筋４階 Ｈ２１

０２
碑文谷アパート
碑文谷２－７－８

(バス停　碑文谷二丁目 )

１ＤＫ ３１．４㎡
２０，３００～
３９，９００円

有 鉄筋４階 Ｈ２７

０３
南一丁目アパート
南１－１１－１、２

(バス停　原町交番前 )

２ＤＫ
３ＤＫ

３３．４㎡
３６．４㎡

１７，４００～
３７，２００円

有
鉄筋４階
鉄筋５階

Ｓ４６
Ｓ４５

Ｈ２３年耐震補強
工事済

０４
目黒本町四丁目アパート
目黒本町４－１５－１９

(バス停　月光原小学校前 )

１ＤＫ ３５．０㎡
２２，３００～
４３，７００円

有 鉄筋５階 Ｈ１６

０５
上目黒一丁目アパート
上目黒１－２６－２

(中目黒駅　徒歩４分 )

２ＤＫ ４８．３㎡
３３，６００～
６５，９００円

有
鉄筋
１３階

Ｈ２１

０６
上目黒四丁目アパート
上目黒４－４０－７

(バス停　三宿病院前 )

３ＤＫ ５１．０㎡
３０，６００～
６０，１００円

有 鉄筋３階 Ｓ５２
Ｈ１８～１９
スーパーリフォーム済
洋室にリフォーム済

０７
碑文谷四丁目アパート
碑文谷４－９－１

(バス停　碑文谷三丁目 )

３ＤＫ ５０．１㎡
２８，０００～
５５，１００円

有 鉄筋３階 Ｓ５２ 洋室にリフォーム済

０８
東が丘一丁目第２アパート
東が丘１－３１－７

(バス停　野沢龍雲寺 )

３ＤＫ ６３．２㎡
３７，３００～
７３，１００円

無 鉄筋４階 Ｓ６３ 洋室にリフォーム済

０９

南一丁目アパート
南１－１１－２

(バス停　原町交番前 )
居室内で病死等があった住戸

２ＤＫ ３３．４㎡
１７，４００～
３４，１００円

有 鉄筋４階 Ｓ４６
Ｈ２３年耐震補強
工事済
洋室にリフォーム済

１０

三田一丁目アパート
三田１－１１－２６

(恵比寿駅　徒歩１０分 )
居室内で病死等があった住戸

３ＤＫ ６３．０㎡
４０，６００～
７９，８００円

有 鉄筋６階 Ｈ７ 洋室にリフォーム済

※「標準的使用料」は入居収入基準内の世帯の令和５年度の内容です。
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４ 区営住宅の標準的な間取り

押入

ベランダ

ベランダ

物
入

押入 押入

台所・食事室 物入

押
入

押入 押入

玄
関

浴
室

ト
イ
レ 洋室

トイレ

洗面

脱衣所

浴室

台所

食事室

洋室

台所

食事室

和室6帖

和室4.5帖

浴室

ベランダ

トイレ

玄
関

和室6帖 和室6帖

洗面

脱衣所

ここに掲載されているものは標準的な間取り図で、実際と異なることがあります。

１ＤＫ ２ＤＫ ３ＤＫ

玄
関

洋室

押
入

押
入

洋室

物
入

浴室
玄関

トイレ
玄関

ト
イ
レ

浴室
物
入

物入

引戸

洗面

脱衣所

台所・食事室
台所

食事室

ベランダ

洗面所

１ＤＫ（車いす用） １ＤＫ（障害者用）

ベランダ

５ 区営住宅の標準的な間取り

　※ここに掲載されているものは標準的な間取り図で、実際と異なることがあります。



郵 便 は が き

令和５年１０月    日

目 黒 区 長 宛 て

記入しないでください。

単 身 資 格 優 遇 区 分

区 分 番 号 受 付 番 号

私は、目黒区営住宅条例に基づく区営住宅を使用したいので申し込みます。

なお、この申込書の記載事項について、区が住民基本台帳等により確認を行うことに同意します。

また、この申込書の記載内容が事実と相違するとき、または申込者（同居しようとする親族を含む。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律第２条第６号に規定する暴力団員であるときは、使用の決定を取り消されても異議ないことを誓約いたします。

暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会がなされることに同意します。

また、暴力団員であることが判明したときは速やかに住宅を明け渡すことを誓約いたします。

63
円
切
手
を

必
ず
貼
っ
て

く
だ
さ
い
。

郵 便 は が き

住
　
　
所

氏
　
　
名

目黒区

様 様

63
円
切
手
を

必
ず
貼
っ
て

く
だ
さ
い
。

申込区分番号

抽
せ
ん
番
号

住
　
　
所

氏
　
　
名

目黒区

抽
せ
ん
番
号

（　　  　）

年

生

年

月

日

郵　便　番　号

目黒区

固定電話
携帯電話

様方・アパート
荘・（　　　　　　　　）

号室

氏　　　　　名

現　　住　　所

フ　 リ　 ガ　 ナ

フ　 リ　 ガ　 ナ

外国人の場合通称名

区内居住年数
入居申込み人数

（申込者を含む） 人

申
　
　
　
込
　
　
　
者

世
帯

入居しないが、申込者または同居親族の

所得税法上の扶養親族数（遠隔地扶養） 人

大正

昭和　　　 年　　 月　 　日

平成

満 (　　　) 歳

抽
せ
ん
番
号

身体障害者【１級～４級】

６０歳以上

知的障害者【１度～４度】

生活保護受給者

中国残留邦人支援給付受給者

海外からの引揚者

ハンセン病療養所等入居者

単身ＤＶ被害者

精神障害者【１級～３級】

２１

２０ 一
般

甲
優
遇

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２２

準多子世帯

一般世帯

公害病認定患者世帯

難病患者等世帯

ＤＶ被害者世帯

犯罪被害者世帯

ひとり親世帯

高齢者世帯

心身障害者世帯

多子世帯

生活保護等受給世帯

小さな子どものいる世帯

心身障害者世帯及び原爆被爆者

３１

３０

３３

３４

３５

３６

３７

３８

３９

４０

４１

４２

３２

乙
優
遇

申込区分番号 申込区分番号

申　　込　　者 本人

特別控除金額

特別控除金額

差引所得金額

円

円

円

円

円

円

円

△

円

職業 勤務先および連絡先
区営住宅の

所得金額氏　　　　　名 続柄 年齢 生年月日

フ　 リ　 ガ　 ナ

入 居 申 込 み 世 帯 員 （ 親 族 ）

大
昭
平
令

年　 　 月　　  日

大
昭
平
令

年　 　 月　　  日

大
昭
平
令

年　 　 月　　  日

大
昭
平
令

年　 　 月　　  日

大
昭
平
令

年　 　 月　　  日

特別控除対象者名 種類 級
度）（
級
度）（特別控除対象者名 種類

円

△

★切手を忘れずに貼ってください。

○所定の「封筒」に８４円切手を貼ってください。

○下の「はがき」２か所に６３円切手を貼ってください。

令和５年１０月　区営住宅使用申込書

○申込書は、折りたたんで所定の封筒に入れ、必ず８４円切手を貼り郵送にてお申込みください。

②外側に折ってください（切りはなさないこと。）。

③
外
側
に
折
っ
て
く
だ
さ
い
（
切
り
は
な
さ
な
い
こ
と
。
）
。

単身でお申込みの方（Ｐ７をご覧ください。） 家族でお申込みの方（Ｐ１６をご覧ください。）

外国人の方は本名を記入し、通称名がある場合は、併記してください。

㊟ 修正テープや消せるボールペンは使用しないでください。

◎裏面の住宅困窮状況申告書も

　忘れずにご記入ください。

○太線枠内のみ、必ず記入してください。記載事項の変更はできませんので、ご注意ください。
○入居を希望する申込区分番号を１つだけ記入してください。
　※区営住宅入居者募集のご案内のＰ１【募集住宅】をご参照ください。

※該当する資格を１つだけ選んで○をつけてください。

※単身申込みに優遇抽せんはありません。

※優遇抽せんに該当しない方は一般世帯に○をつけてください。

※ＪＡ、ＪＣタイプに優遇抽せんはありません。一般世帯に○をつけてください。

※該当する資格を１つだけ選んで○をつけてください。

　２つ以上あてはまる方でも、どれか１つを選んでくだ

　さい。２つ以上○をつけた方は申込みが無効になる場

　合があります。

①

外

側

に

折

っ

て

く

だ

さ

い
（

切

り

は

な

さ

な

い
こ

と

。
）
。
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●太枠線内をご記入ください。
●裏面も記入してください。
●重複申込み、記入もれ等は申込みが無効となります。

申込書の書き方７

記入例

　１ページを

　ご覧ください。

昼間連絡のつく自宅

及び携帯電話の番号

を記入してください。

８ページの２を

ご覧ください。

１４ページを

ご覧ください。

給与・年金・事業等、所得の種

類別にひとつずつ計算し、合計

を記入。８～１３ページをご覧

ください。

漏れのないように注意し

てください。入居申込み

人数と、この欄に記入さ

れた人数が一致している

ことを確認してください。

［職業欄の例］

会社員・パート・アルバイト・

自営・年金・休職中・無職・求

職中・生活保護など

１ ５ ３ ０ ０ ５ １

上目黒 2-19-15

１０1

56     １２       １

４１

３９

１７

１４３

上目黒
メ 　 グ 　 ロ

メ グ ロ ハ ナ コ

メ グ ロ ジ ロ ウ

タ 　 ロ 　 ウ

目　黒

目 黒 花 子

目黒花子

目黒次郎

妻

0  8

会社員

無職

学生 目黒高校３年長男目 黒 次 郎

太　郎

0 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

0 9 0     ○ ○ ○ ○      ○ ○ ○ ○

（株）目黒商事
3715-○○○○

精神障害者控除

特定扶養控除

３

1,488,000

270,000

250,000

968,000

090-○○○○-○○○○59

17

3

11

5

10



郵 便 は が き

令和５年１０月    日

目 黒 区 長 宛 て

記入しないでください。

単 身 資 格 優 遇 区 分

区 分 番 号 受 付 番 号

私は、目黒区営住宅条例に基づく区営住宅を使用したいので申し込みます。

なお、この申込書の記載事項について、区が住民基本台帳等により確認を行うことに同意します。

また、この申込書の記載内容が事実と相違するとき、または申込者（同居しようとする親族を含む。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律第２条第６号に規定する暴力団員であるときは、使用の決定を取り消されても異議ないことを誓約いたします。

暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会がなされることに同意します。

また、暴力団員であることが判明したときは速やかに住宅を明け渡すことを誓約いたします。

63
円
切
手
を

必
ず
貼
っ
て

く
だ
さ
い
。

郵 便 は が き

住
　
　
所

氏
　
　
名

目黒区

様 様

63
円
切
手
を

必
ず
貼
っ
て

く
だ
さ
い
。

申込区分番号

抽
せ
ん
番
号

住
　
　
所

氏
　
　
名

目黒区

抽
せ
ん
番
号

（　　  　）

年

生

年

月

日

郵　便　番　号

目黒区

固定電話
携帯電話

様方・アパート
荘・（　　　　　　　　）

号室

氏　　　　　名

現　　住　　所

フ　 リ　 ガ　 ナ

フ　 リ　 ガ　 ナ

外国人の場合通称名

区内居住年数
入居申込み人数

（申込者を含む） 人

申
　
　
　
込
　
　
　
者

世
帯

入居しないが、申込者または同居親族の

所得税法上の扶養親族数（遠隔地扶養） 人

大正

昭和　　　 年　　 月　 　日

平成

満 (　　　) 歳

抽

せ

ん

番

号

身体障害者【１級～４級】

６０歳以上

知的障害者【１度～４度】

生活保護受給者

中国残留邦人支援給付受給者

海外からの引揚者

ハンセン病療養所等入居者

単身ＤＶ被害者

精神障害者【１級～３級】

２１

２０ 一
般

甲
優
遇

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２２

準多子世帯

一般世帯

公害病認定患者世帯

難病患者等世帯

ＤＶ被害者世帯

犯罪被害者世帯

ひとり親世帯

高齢者世帯

心身障害者世帯

多子世帯

生活保護等受給世帯

小さな子どものいる世帯

心身障害者世帯及び原爆被爆者

３１

３０

３３

３４

３５

３６

３７

３８

３９

４０

４１

４２

３２

乙
優
遇

申込区分番号 申込区分番号

申　　込　　者 本人

特別控除金額

特別控除金額

差引所得金額

円

円

円

円

円

円

円

△

円

職業 勤務先および連絡先
区営住宅の

所得金額氏　　　　　名 続柄 年齢 生年月日

フ　 リ　 ガ　 ナ

入 居 申 込 み 世 帯 員 （ 親 族 ）

大
昭
平
令

年　 　 月　　  日

大
昭
平
令

年　 　 月　　  日

大
昭
平
令

年　 　 月　　  日

大
昭
平
令

年　 　 月　　  日

大
昭
平
令

年　 　 月　　  日

特別控除対象者名 種類 級
度）（
級
度）（特別控除対象者名 種類

円

△

★切手を忘れずに貼ってください。

○所定の「封筒」に８４円切手を貼ってください。

○下の「はがき」２か所に６３円切手を貼ってください。

令和５年１０月　区営住宅使用申込書

○申込書は、折りたたんで所定の封筒に入れ、必ず８４円切手を貼り郵送にてお申込みください。

②外側に折ってください（切りはなさないこと。）。

③
外
側
に
折
っ
て
く
だ
さ
い
（
切
り
は
な
さ
な
い
こ
と
。
）
。

単身でお申込みの方（Ｐ７をご覧ください。） 家族でお申込みの方（Ｐ１６をご覧ください。）

外国人の方は本名を記入し、通称名がある場合は、併記してください。

㊟ 修正テープや消せるボールペンは使用しないでください。

◎裏面の住宅困窮状況申告書も

　忘れずにご記入ください。

○太線枠内のみ、必ず記入してください。記載事項の変更はできませんので、ご注意ください。
○入居を希望する申込区分番号を１つだけ記入してください。
　※区営住宅入居者募集のご案内のＰ１【募集住宅】をご参照ください。

※該当する資格を１つだけ選んで○をつけてください。

※単身申込みに優遇抽せんはありません。

※優遇抽せんに該当しない方は一般世帯に○をつけてください。

※ＪＡ、ＪＣタイプに優遇抽せんはありません。一般世帯に○をつけてください。

※該当する資格を１つだけ選んで○をつけてください。

　２つ以上あてはまる方でも、どれか１つを選んでくだ

　さい。２つ以上○をつけた方は申込みが無効になる場

　合があります。

①

外

側

に

折

っ

て

く

だ

さ

い
（

切

り

は

な

さ

な

い
こ

と

。
）
。
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（抽せん番号お知らせ用） （抽せん結果用）

６３円切手 ( ２か所 ) を必ず貼っ

てください。切手のないものは返

送できません。封筒にも８４円切

手を忘れずに貼ってください。

上目黒 2-19-15

上目黒アパート　１０１号室

上目黒 2-19-15

上目黒アパート　１０１号室

目　黒　太　郎 目　黒　太　郎

0 8 0 8

１ ５ ３ ０ ０ ５ １ １ ５ ３ ０ ０ ５ １

記入例
[ 単身者の申込み資格 ]

７ページをご覧ください。
[優遇抽せん申込区分 ]

１６ページをご覧ください。

甲と乙があります。

[一般の方の場合 ]
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共益費・自治会費について

（１）共益費は、エレベーターの保守管理費等として、毎月、区に支払っていただきます。

（２）自治会費は、廊下・庭などの共用部分の水道光熱費や自治会（各アパートの居住者で組織する

団体）が住宅内排水管の維持管理（清掃含む。）、ごみ処理、草刈り等を行うための費用です。 

入居者には支払い義務がありますので、入居後、各自治会に加入し、自治会へお支払いください。

使用承継（名義人の変更）

　区営住宅入居後、使用者（名義人）が退去する場合は、同居人も退去し、住宅を返還していただ

きます。ただし、やむを得ない事情（使用者の死亡や離婚による転出など）があり、条例等の基準

を満たしたときは、原則として配偶者（正式に同居している場合に限る。）のみ使用承継ができます。

車いす使用者・障害者世帯向け住戸については、所定の要件を満たしていることが必要となります。

同居について

　当初の入居者以外の方（出産、婚姻等は除く。）は、原則、同居させることはできません。

ペットの飼育等の禁止について

　区営住宅では、犬・猫・鳥などのペット類の飼育および持ち込みはできません。

　また、敷地内でのエサやりも禁止です。

使用料等の滞納について

　使用料等を滞納した場合は、住宅の明け渡し請求の対象になります。

所得金額が入居基準を超えると

　所得金額が一定の基準を超えた方は、「収入超過者」、「高額所得者」に認定されます。

　「収入超過者」に認定された方は、住宅の明け渡しに努めなければなりません。

　また、「収入超過者」の使用料は、収入超過期間に応じて、一定の割増率で加算されます。

　さらに、「高額所得者」に認定された方は、住宅を明け渡す義務が生じます。

　区営住宅は低所得者のために設置された住宅なので、住み続けることはできません。

部屋の模様替えなどについて

　区営住宅の入居後に、住宅の模様替え及び工作物の設置を行う場合は、あらかじめ許可を受けな

ければなりません。

入居後のご注意８
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駐車場について

　区営住宅には、原則として入居者専用の駐車場はありません。ただし、車いす使用者世帯向け住戸、

障害者世帯向け住戸が設置されている住宅には、一部駐車場を設置しています。

緊急連絡先登録について

　区営住宅では、緊急連絡先の登録をしていただきます。

その他

　家族構成や入居状況等に変更が生じた場合、手続きが必要です。

問い合わせ先

目黒区「公営住宅の窓口」指定管理者　株式会社東急コミュニティー

〒１５３－００５１ 目黒区上目黒２－１９－１５ 目黒区総合庁舎 別館６階

電話 ０３（３７１５）１８７１（平日８：３０～１７：００　土日祝休）

主な注意事項はここに記載した通りですが、詳しくは

入居時にお渡しする「住まいのしおり」でお確かめく

ださい。また、入居後は、区の条例や規則などに従い

集合住宅での生活ルールを守っていただきます。
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前回の応募倍率９

令和４年１０月募集（募集期間 令和４年１０月３日～１０月１４日）

募集住宅 募集戸数（戸） 応募数（名） 応募倍率（倍）

ＡＳ０１　中町一丁目アパート 　　１ 　１９ １９．０

Ａ０２　　青葉台一丁目アパート 　　２ 　７１ ３５．５

Ａ０３　　上目黒一丁目アパート 　　２ 　７６ ３８．０

Ａ０４　　清水町アパート 　　２ 　７１ ３５．５

Ｂ０５　　上目黒一丁目アパート 　　２ 　４９ ２４．５

Ｂ０６　　上目黒四丁目アパート 　　１ 　　７ ７．０

Ｂ０７　　中町一丁目アパート 　　１ 　２５ ２５．０

Ｂ０８　　碑文谷四丁目アパート 　　１ 　２０ ２０．０

Ｃ０９　　青葉台二丁目アパート 　　１ 　　２ ２．０

Ｃ１０　　清水町アパート 　　１ 　２６ ２６．０

Ｃ１１　　東が丘一丁目アパート 　　１ 　　１ １．０

Ｃ１２　　東が丘一丁目第２アパート 　　１ 　　３ ３．０

Ｃ１３　　三田一丁目アパート 　　３ 　１２ ４．０

Ｅ１４　　青葉台一丁目アパート 　　１ 　　２ 　２．０

ＪＡ１５　青葉台一丁目アパート 　　２ 　２４ １２．０

ＪＡ１６　南一丁目アパート 　　１ 　１５ １５．０

ＪＢ１７　上目黒四丁目アパート 　　１ 　　１ １．０

ＪＢ１８　三田一丁目アパート 　　１ 　　０ ０．０

ＪＢ１９　八雲五丁目アパート 　　１ 　　２ ２．０

計 　２６ ４２６ １６．４

※倍率は優遇割増数を除く、募集戸数に対する応募数によるものです。


